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　国民健康保険（国保）は、従来であれば、市町村ごとに運営をしていましたが、加入者に低所得の方や

高齢者が多く、保険税の負担能力が低い一方で、医療費が高い傾向にあり、市町村国保は大変厳しい状況

にありました。そこで、国民皆保険を将来にわたって守り続けるため、平成３０年４月から、都道府県も

市町村とともに国保の運営を担うことになりました。

　平成３０年４月以降、国の財政支援が拡充されるとともに、都道府県が財政運営の責任主体として中心

的な役割を担うことで、国保財政は従来に比べると大きく安定します。市町村は引き続き、資格管理や保

険料の賦課・徴収、保健事業などを実施することとなっています。

　京丹波町では、引き続き、ジェネリック医薬品の利用促進、重複服薬者・多剤投与者対策などの医療費

適正化対策や、特定健診をはじめとした保健事業の取組などを通じて、京丹波町国保の安定的な運営に努

めていきます。

歳入の状況

　平成31年度の京丹波町国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ18億3,900

万円とし、前年度と比較しますと700万円の減額、比率にして0.4%減となっています。

　自主財源であります国民健康保険税につきましては、平成21年度以降同じ保険税率を維持し、平成31年

度におきましても、同じ税率で算定を行っています。

　主な歳入項目としまして、府支出金があげられますが、平成30年4月以降、財政運営の責任主体が京都府

になったことで、保険給付費に必要な費用は、京都府が保険給付費等交付金として市町村に支払われるこ

とから多額となっています。

　また、繰入金が大きく増加していますが、国民健康保険財政調整基金繰入金が前年度と比較しますと

4,658万2千円増加し4,720万円となり、今後、保険税率の見直しも含め、歳入の財源確保が必要となってき

ます。

国民健康保険税、

290,714千円、 15.8%

使用料及び手数料、

201千円、 0.0%

府支出金、

1,360,019千円、 74.0%

財産収入、

180千円、 0.0%

繰入金、

184,190千円、 10.0%

繰越金、100千円、

0.0%

諸収入、 3,596千円、 0.2%

平成31年度歳入総額の内訳
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区　　　　　　分

平成31年度

当初予算

207,310

54,438

19,851

6,500

平成30年度

当初予算

212,328

56,170

20,195

8,000

　国民健康保険税は、医療給付費分・後期高齢者支援金分・介護納付金分からなっており、それぞれ下記

のとおり見込んでいます。被保険者数の減少などから、前年度と比較して1,130万9千円の減収見込みと

なっています。

国民健康保険税予算額

△ 3.7

△ 33.2

増減額

（H31-H30）

△ 11,309

合      計 1,846,000

01 国民健康保険税

【H31予算額 290,714千円（H30予算額 302,023千円、対前年度 △11,309千円、△3.7%）】

医療給付費分現年課税分

細　　　節

後期高齢者支援金分現年課税分

介護納付金分現年課税分

医療給付費分滞納繰越分

△ 5002,000

比較（H31-H30）

△ 5,018

△ 1,732

△ 344

△ 1,500

290,299小　　　計

1,000

299,693

介護納付金分滞納繰越分

小　　　計

1,197

433

200

△ 9,394

△ 50

300

100

100

△ 100

1,839,000

後期高齢者支援金分滞納繰越分

医療給付費分現年課税分

後期高齢者支援金分現年課税分

介護納付金分現年課税分

医療給付費分滞納繰越分

合　　　計

目

繰 越 金 100 100 0 0.0

3,625 △ 29諸 収 入

△ 7,000

△ 1,116

△ 407

後期高齢者支援金分滞納繰越分

介護納付金分滞納繰越分

平成31年度

当初予算

290,714

201

一般被保険者

国民健康保険

税

退職被保険者

等国民健康保

険税

増減率

府 支 出 金 1,360,019 1,380,980 △ 20,961

3,596

△ 0.4

△ 0.8

△ 1.5

財 産 収 入 180 164 16 9.8

繰 入 金 184,190 158,807 25,383 16.0



○ 諸証明手数料 1 千円 （H30 1 千円）

○ 督促手数料 200 千円 （H30 300 千円）

○ 保険給付費等交付金（普通交付金） 千円 （H30 千円）

○ 千円 （H30 千円）

○ 千円 （H30 千円）

○ 千円 （H30 千円）

○ 特定健康診査等負担金 千円 （H30 千円）

○ 利子及び配当金 千円 （H30 千円）

1,318,590

市町村が保険給付に要した費用を都道府県から交付されるものであり、対象となる保険給付は、療養の

給付・入院時食事療養費・入院時生活療養費・保険外併用療養費・療養費・訪問看護療養費・特別療養

費・移送費・高額療養費・高額介護合算療養費となります。

40歳から74歳の被保険者に対する特定健康診査及び特定保健指導に係る費用の３分の２相当分を計上し

ています。

保険者（市町村、都道府県）における医療費適正化や保健事業等に対する取組を評価し、基準を達成し

た保険者に対して国庫補助金を交付する制度です。インセティブのある仕組みを導入することにより、保

険者機能の強化を図り、国保の財政基盤を強化することに狙いがあります。

特別調整交付金は、画一的な測定方法では措置できない特別な事情がある場合、例えば、震災・風水

害・火災等によって保険税を減免した場合や、病院事業や直営診療所の施設整備やへき地運営費が交付金

の対象となります。

　国民健康保険財政調整基金の利息収入を計上しています。

04 財産収入

5,486

保険給付費等交付金（国民健康保険保険者努力支援交付金）

災害等の特別事情分、事業実施に係る特別事情分、事業評価に係る特別事情分が対象となります。本町

におきましては、保健事業に係る経費、レセプト点検員に対する経費などが交付金の対象となります。

【H31予算額 180千円（H30予算額 164千円、対前年度 16千円増、9.8%増）】

02 使用料及び手数料

【H31予算額 201千円（H30予算額 301千円、対前年度 △100千円、△33.2%）】

03 府支出金

【H31予算額 1,360,019千円（H30予算額 1,380,980千円、対前年度 △20,961千円、△1.5%）】

6,044

25,437

25,297

22,811保険給付費等交付金（特別調整交付金（市町村分））

23,740保険給付費等交付金（府繰入金（２号分））

5,662

1,302,320

5,612

180 164



○ 一般会計繰入金 千円 （H30 千円）

・ 千円 （H30 千円）

・ 職員給与等繰入金 千円 （H30 千円）

・ 出産育児一時金等繰入金 千円 （H30 千円）

・ 財政安定化支援事業繰入金 千円 （H30 千円）

・ その他一般会計繰入金 千円 （H30 千円）

○ 基金繰入金 千円 （H30 千円）

○ 前年度繰越金 千円 （H30 千円）

○ 延滞金、加算金及び過料 千円 （H30 千円）

○ 雑入 千円 （H30 千円）

06 繰越金

【H31予算額 100千円（H30予算額 100千円、対前年度 0千円、0.0%）】

健康管理センター事業、保健事業費分（人間ドックに要する費用のうち「がん検診分」）を一般会計か

ら国民健康保険事業特別会計へ繰り入れるものです。

保険者の責に帰することができない特別の事情に基づくと考えられる要因（被保険者の応能割保険税負

担能力が特に不足していること、病床数が特に多いこと及び高齢者が特に多いこと）に着目して繰入が認

められるもので、この費用は国の財政措置が講じられています。

　国民健康保険財政調整基金からの繰入金を計上しています。

136,990

05 繰入金

【H31予算額 184,190千円（H30予算額 158,807千円、対前年度 25,383千円増、16.0%増）】

19,020 18,431

3,360 4,200

21,000 21,000

国民健康保険事業の事務費に係る金額を一般会計から国民健康保険事業特別会計へ繰り入れるもので

す。

国民健康保険被保険者の保険税負担の緩和のため、保険税の軽減相当額を基準として政令に基づき算定

する金額を一般会計から国民健康保険事業特別会計へ繰り入れるものです。（負担割合：都道府県3/4、市

町村1/4）また、保険税軽減の対象となった一般被保険者数に応じて、平均保険税の一定割合を公費で補填

することで、低所得者を多く抱える市町村を支援する保険者支援制度が創設され、平成27 年度以降は恒久

化されています。（負担割合：国1/2、都道府県1/4、市町村1/4）

出産育児一時金（基本的に１子42万円）の2/3の金額を一般会計から国民健康保険事業特別会計へ繰り入

れるものです。

　医療費の返納金、第三者納付金等を計上しています。

　前年度（平成30年度）国民健康保険事業特別会計からの繰越金を計上しています。

158,189

88,181 88,167保険基盤安定繰入金（保険税軽減分・保険者支援分）

5,429 26,391

47,200 618

100 100

3,013 3,023

583 602

　国民健康保険税の収納に係る延滞金等を計上しています。

07 諸収入

【H31予算額 3,596千円（H30予算額 3,625千円、対前年度 △29千円、△0.8%）】
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歳出の状況

0 0.0

総 務 費

保 険 給 付 費

国民健康保険事業費納付金

共 同 事 業 拠 出 金

19,571 19,813 △ 242 △ 1.2

1,314,032 1,331,698 △ 17,666 △ 1.3

1

合      計

150 150

34,087 36,617 △ 2,530

9.7基 金 積 立 金

0 0.0

16,064

保 健 事 業 費

△ 19.219,883 △ 3,819

公 債 費

諸 支 出 金

平成31年度

当初予算

平成30年度

当初予算

増減額

（H31-H30）

増減率

449,914 432,673 17,241 4.0

　歳出につきましては、これまでですと、突発的な医療費が発生した場合に、財政運営が不安定になるリ

スクが高く、財政赤字になる可能性もありましたが、平成30年4月からの国保の都道府県化に伴い、京都府

が財政運営の責任主体となることにより、各市町村からの国民健康保険事業費納付金を財源に、保険給付

費に必要な費用は、京都府が保険給付費等交付金として市町村に支払われることから、国保財政は従来に

比べて大きく安定します。

　平成31年度の国民健康保険事業費納付金につきましては、1人当たり医療費の増加や前期高齢者交付金の

減少に伴い、前年度と比較しますと1,724万1千円増加し4億4,991万4千円となっています。

　また、歳出の71.4％を占めます被保険者の医療費にあたる保険給付費につきましては、保険給付費全体

で13億1,403万1千円、対前年度と比較しますと1,766万6千円の減額となっています。総額は、被保険者数

の減少に伴い減額となっていますが、医療の高度化や入院医療費の増加、また革新的な高額薬剤が保険適

用されるようになり、１人あたり医療費は高い水準で推移しています。

区　　　　　　分

（単位：千円、％）

1

△ 6.9

181 165 16

予 備 費 5,000 5,000 0 0.0

1,839,000 1,846,000 △ 7,000 △ 0.4

総務費、

19,571千円、1.1%

保険給付費、

1,314,032千円、 71.4%

国民健康保険事業費納付金、

449,914千円、 24.5%

共同事業拠出金、 1千円、 0.0%

保健事業費、 34,087千円、 1.8%

基金積立金、 181千円、 0.0%

公債費、 150千円、 0.0%

諸支出金、 16,064千円、 0.9%

予備費、 5,000千円、 0.3%

平成31年度歳出総額の内訳



○ 一般管理費 千円 （H30 千円）

○ 国民健康保険団体連合会負担金 千円 （H30 千円）

○ 賦課徴収費 千円 （H30 千円）

○ 運営協議会費 千円 （H30 千円）

移送費

一般被保険者移送費 50

50 240 △ 190

△ 135

50 △ 40

5,040出産育児一時金 6,300 △ 1,260

（単位：千円）

項 目

平成31年度

当初予算

平成30年度

当初予算

比較（H31-H30）

出産育児諸費

支払手数料 3 4 △ 1

葬祭諸費 葬祭費 1,250 1,250 0

精神・結核医療付加金 2,300 2,300 0

精神・結核医療付加金

療養諸費

一般被保険者療養給付費 1,140,000 1,140,000 0

退職被保険者等療養給付費 1,800 15,000 △ 13,200

3,254

一般被保険者療養費 10,000 11,000 △ 1,000

200 200 0

退職被保険者等高額介護合算療養費

10

退職被保険者等移送費 △ 4010 50

　国民健康保険運営協議会経費を計上しています。

　国民健康保険事業を運営するための一般事務費や人件費を計上しています。

01 総務費

【H31予算額 19,571千円（H30予算額 19,813千円、対前年度 △242千円、△1.2%）】

　国民健康保険税の徴収事務費を計上しています。

審査支払手数料 3,119

退職被保険者等療養費

02 保険給付費

【H31予算額 1,314,032千円（H30予算額 1,331,698千円、対前年度 △17,666千円、△1.3%）】

　保険給付費については、平成28、29年度の実績、平成30年度の10月診療分までの実績などを参考にし積

算を行っています。

　京都府国民健康保険団体連合会への負担金を計上しています。

16,590 16,705

1,180 1,225

1,430 1,466

371 417

保険給付費合計 1,314,032 1,331,698 △ 17,666

高額療養費

一般被保険者高額療養費 150,000 150,000

50 0

0

退職被保険者等高額療養費 200 2,000 △ 1,800

一般被保険者高額介護合算療養費



○

○ 療養費

○

○

○

○

○

○

○ その他共同事業事務費拠出金 千円 （H30 千円）

　退職者医療制度の対象者の把握に資するため、国民健康保険団体連合会から送付される年金受給者一覧

表に係る費用について計上しています。

1 1

【H31予算額 1千円（H30予算額 1千円、対前年度 0千円、0.0%）】

　都道府県内における市町村国保間での保険税の平準化及び財政の安定化を図るため、市町村国保の拠出

による共同事業を実施するものです。

04 共同事業拠出金

03 国民健康保険事業費納付金

【H31予算額 449,914千円（H30予算額 432,673千円、対前年度 17,241千円増、4.0%増）】

　市町村が支払う保険給付費の全額を、都道府県が市町村に交付（保険給付費等交付金）するための財源

として、都道府県が市町村から徴収するものであり、都道府県は、都道府県全体の保険給付費の必要額の

見込みを立て、必要額を市町村ごとの所得水準や医療費水準を考慮して市町村ごとに配分します。

療養給付費

出産育児一時金

高額療養費

被保険者及びその被扶養者が出産された時に、1子につき42万円を支給するものです。（産科医療補償制

度に加入されていない医療機関等で出産された場合は40万4千円となります。）

葬祭費

　被保険者が死亡した場合、その葬祭を行う人に対し5万円を支給するものです。

精神・結核医療付加金

障害者総合支援法による通院医療または感染症予防法適用の医療を受けた被保険者に、国民健康保険の

保険給付額と京都府などの公費負担医療による給付額を控除した額（＝自己負担額：所得に応じて限度額

設定あり）相当額を国保の付加給付として支給するものです。

保険者が被保険者に対して、保険医療機関や保険薬局を通じて療養を目的とした医療サービスを供給す

ることです。

被保険者が、やむを得ない理由により自費で療養を受けた場合、その療養に要した費用について後から

保険者が支給するものです。

被保険者が受けた療養の給付に係る一部負担金の額が一定の額を超えた場合、その超えた額について保

険者が支給するものです。

高額療養費等の支給を受けてもなお残る医療保険と介護保険の１年間の自己負担額の合算額が一定の額

を超えた場合、その超えた額について保険者が支給するものです。

高額介護合算療養費

移送費

病気やけがで移動が困難な患者が、医師の指示で一時的・緊急的必要があり、移送された場合、現金給

付として支給するものです。



○ 疾病予防費 千円 （H30 千円）

○ 特定健康診査等事業費 千円 （H30 千円）

○ 施設管理費 千円 （H30 千円）

○ 保健指導事業費 千円 （H30 千円）

○ 健康増進指導事業費 千円 （H30 千円）

○ 国民健康保険財政調整基金積立金 千円 （H30 千円）

○ 一時借入金利子 千円 （H30 千円）

○ 償還金、還付加算金及び延滞金 千円 （H30 千円）

○ 繰出金 千円 （H30 千円）

○ 予備費 千円 （H30 千円）

　インストラクターによる体操教室を実施しています。

06 基金積立金

【H31予算額 181千円（H30予算額 165千円、対前年度 16千円増、9.7%増）】

07 公債費

【H31予算額 150千円（H30予算額 150千円、対前年度 0千円、0.0%）】

181 165

150 150

　予想外の医療費の支出や予算を超過した支出へ対応するために準備しておく費用を計上しています。

　一時借入金を実施した場合の利子相当額を計上しています。

08 諸支出金

【H31予算額 16,064千円（H30予算額 19,883千円、対前年度 △3,819千円、△19.2%）】

　国民健康保険税を還付する必要が生じた場合の、還付金等を計上しています。

　国庫補助金（特別調整交付金）で受け入れた補助金を、京丹波町病院事業会計へ繰出を実施していま

す。

09 予備費

【H31予算額 5,000千円（H30予算額 5,000千円、対前年度 0千円、0.0%）】

1,619 2,241

14,445 17,642

5,000 5,000

05 保健事業費

【H31予算額 34,087千円（H30予算額 36,617千円、対前年度 △2,530千円、△6.9%）】

　40歳から74歳の被保険者に対する特定健康診査・特定保健指導を実施しています。

　京丹波町健康管理センターに係る管理経費を計上しています。

　保健師による訪問を実施し、生活に即した指導を実施しています。

　人間ドック助成金や、被保険者に対して医療費通知、ジェネリック差額通知を実施するとともに、平成

29年度から服薬情報通知を実施し、医療費適正化を図っています。また、保健福祉課で実施しています保

健事業について、国民健康保険事業特別会計から一般会計へ繰出を実施しています。

11,365 12,395

16,949 18,503

5,300 5,249

113 110

360 360


